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規 則

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第15号

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則

高知県職員被服貸与規則（昭和45年高知県規則第41号）の一部を次のように改正する。

別表 6の項を次のように改める。

別表中43の項を44の項とし、42の項を43の項とし、41の項を42の項とし、40の項を41の項とし、

39の項を40の項とし、38の項を39の項とし、37の項を38の項とし、36の項を37の項とし、35の項を

36の項とし、34の項を35の項とし、33の項を34の項とし、32の項を33の項とし、31の項を32の項と

し、30の項を31の項とし、29の項を30の項とし、28の項を29の項とし、27の項を28の項とし、26の

項を27の項とし、25の項を26の項とし、24の項を25の項とし、23の項を24の項とし、22の項の次に

次のように加える。

別表備考 4中「及び飛行服」を削り、「 2着」を「 2組」に改める。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2　この規則の施行前に高知県教育委員会事務局及び教育機関職員被服貸与規則（平成14年高知県

教育委員会規則第 6号）の規定により高知県教育委員会事務局文化財課に勤務する職員に貸与し

た被服については、この規則による改正後の高知県職員被服貸与規則の規定により歴史文化財課

に勤務する職員に貸与したものとみなす。

6

23

消防防災ヘリコプターに搭乗する消防隊員

歴史文化財課に勤務する職員で、文化財等の調査、保存

及び修理等の業務に従事するもの

制帽（夏・冬）

防塵
じ ん

眼鏡

救助服（バンド付

き）（夏）

救助服（バンド付

き）（冬）

防寒着

雨ガッパ

作業靴

安全靴

作業服（夏）

作業服（冬）

ゴム長靴

雨ガッパ

防寒着

作業靴

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2

2

2

4

4

2

2

2

2
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高知県財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第16号

高知県財産規則の一部を改正する規則

高知県財産規則（昭和39年高知県規則第19号）の一部を次のよ

うに改正する。

第31条第 1項に次の 1号を加える。

(11)　やむを得ないと認める理由により、隣接する土地の所有

者又は使用者に使用させるとき。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第17号

高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則（昭和37年高知

県規則第56号）の一部を次のように改正する。

第 5条の見出し中「時期」を「時期等」に改め、同条第 2項を

次のように改める。

2 　条例第 7 条第 1 項に規定する借受者（以下「借受者」とい

う。）は、知事が別に定めるところにより、奨学金を振り込む

口座を指定しなければならない。指定した口座を変更しようと

するときも、同様とする。

別記第 6号様式を次のように改める。

第 6号様式　削除

別記第 7号様式、別記第10号様式、別記第12号様式、別記第14

号様式、別記第16号様式、別記第18号様式から別記第20号様式ま

で、別記第22号様式及び別記第23号様式中「㊞」を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県立幡多看護専門学校学則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第18号

高知県立幡多看護専門学校学則の一部を改正する規則

高知県立幡多看護専門学校学則（平成18年高知県規則第47号）

の一部を次のように改正する。

第 9条第 2項中「第39条第 1号」を「第40条第 2項第 1号」に

改める。

別表を次のように改める。
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別表（第 3条関係）

教育課程

分野

基礎分野

専門的基礎分野

　　基礎看護学

備考科目

論理的思考と表現

情報科学

情報科学演習

教育学

スタディ・スキル

人間関係の基礎

社会学

家族と健康

生命倫理

心理学

英語Ⅰ

英語Ⅱ

レクリエーション論

小計

身体のしくみとはたらきⅠ

身体のしくみとはたらきⅡ

身体のしくみとはたらきⅢ

身体のしくみとはたらきⅣ

臨床生化学

感染と免疫

病理学

疾病と回復過程Ⅰ

疾病と回復過程Ⅱ

疾病と回復過程Ⅲ

疾病と回復過程Ⅳ

臨床薬理学

治療論Ⅰ

治療論Ⅱ

治療論Ⅲ

栄養と食生活Ⅰ

栄養と食生活Ⅱ

医療と倫理

公衆衛生

社会福祉論

看護関係法規

小計

基礎看護学（目的・対象論）

基礎技術Ⅰ

基礎技術Ⅱ

基礎技術Ⅲ

講義

・演

習・

学内

実習

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

23

2

1

1

2

臨地

実習
計

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

23

2

1

1

2

単位

専

門

分

野
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地域・在宅

看護論

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

看護の統合

と実践

臨地実習

生活援助技術Ⅰ

生活援助技術Ⅱ

診療の補助技術Ⅰ

診療の補助技術Ⅱ

臨床看護論

臨床判断演習

地域・在宅看護論（目的・対象論）

地域・在宅看護方法論Ⅰ

地域・在宅看護方法論Ⅱ

地域・在宅看護方法論演習Ⅰ

地域・在宅看護方法論演習Ⅱ

成人看護学（目的・対象論）

成人看護方法論Ⅰ

成人看護方法論Ⅱ

成人看護方法論Ⅲ

成人看護方法論Ⅳ

成人看護方法論演習

老年看護学（目的・対象論）

老年看護方法論Ⅰ

老年看護方法論Ⅱ

老年看護方法論演習

小児看護学（目的・対象論）

小児看護方法論Ⅰ

小児看護方法論Ⅱ

小児看護方法論演習

母性看護学（目的・対象論）

母性看護方法論Ⅰ

母性看護方法論Ⅱ

母性看護方法論Ⅲ

精神看護学（目的・対象論）

精神看護方法論Ⅰ

精神看護方法論Ⅱ

精神看護方法論演習

看護管理学

看護研究論

災害看護学

看護の統合と実践

基礎看護学習Ⅰ

基礎看護学習Ⅱ

地域・在宅看護学実習

成人・老年看護学実習Ⅰ

成人・老年看護学実習Ⅱ

成人・老年看護学実習Ⅲ

成人・老年看護学実習Ⅳ

成人・老年看護学実習Ⅴ

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

2
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小児看護学実習

母性看護学実習

精神看護学実習

インターンシップ実習

45

82

2

2

2

2

23

23

2

2

2

2

68

105

小計

合計

附　則

（施行期日）

1　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2　令和 4年度前に入学（転入学を含む。）をし、同年度以降引

き続き在学する者に係る教育課程については、この規則による

改正後の高知県立幡多看護専門学校学則の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第19号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（平成19年高知

県規則第78号）の一部を次のように改正する。

第 5条の 2中「及び」を「、外科（心臓血管外科に係るものに

限る。）及び」に改める。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日において現に貸付金

を償還している者については、適用しない。

高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第20号

高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則の

一部を改正する規則

高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則（平成20

年高知県規則第19号）の一部を次のように改正する。

題名中「緊急」を削る。

第 1 条中「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例」に改める。

第 3条第 1項及び第 2項中「助産師緊急確保対策奨学金貸付け

申請書」を「助産師確保対策奨学金貸付け申請書」に改める。

第 4条中「助産師緊急確保対策奨学金貸付け申請書」を「助産
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師確保対策奨学金貸付け申請書」に、「助産師緊急確保対策奨学

金貸付け決定通知書」を「助産師確保対策奨学金貸付け決定通知

書」に、「助産師緊急確保対策奨学金貸付け不承認決定通知書」

を「助産師確保対策奨学金貸付け不承認決定通知書」に改める。

第 5条の見出し中「時期」を「時期等」に改め、同条第 2項を

次のように改める。

2 　条例第 7 条第 1 項に規定する借受者（以下「借受者」とい

う。）は、知事が別に定めるところにより、奨学金を振り込む

口座を指定しなければならない。指定した口座を変更しようと

するときも、同様とする。

第 8条中「助産師緊急確保対策奨学金一時停止通知書」を「助

産師確保対策奨学金一時停止通知書」に改める。

第 9 条第 1 項中「助産師緊急確保対策奨学金再開申請書」を

「助産師確保対策奨学金再開申請書」に改め、同条第 2項中「助

産師緊急確保対策奨学金再開申請書」を「助産師確保対策奨学金

再開申請書」に、「助産師緊急確保対策奨学金再開決定通知書」

を「助産師確保対策奨学金再開決定通知書」に改める。

第10条中「助産師緊急確保対策奨学金辞退届」を「助産師確保

対策奨学金辞退届」に改める。

第11条中「助産師緊急確保対策奨学金取消し通知書」を「助産

師確保対策奨学金取消し通知書」に改める。

第12条第 2項中「助産師緊急確保対策奨学金分割償還承認申請

書」を「助産師確保対策奨学金分割償還承認申請書」に改め、同

条第 3項中「助産師緊急確保対策奨学金分割償還承認申請書」を

「助産師確保対策奨学金分割償還承認申請書」に、「助産師緊急

確保対策奨学金分割償還承認通知書」を「助産師確保対策奨学金

分割償還承認通知書」に改め、同条に次の 1項を加える。

5　知事は、条例第 7条第 2項の規定に基づき奨学金を分割して

償還させることを承認した場合において、その償還をしている

期間中に同条第 3項の規定により利息を付し、又は利息を付さ

ないこととなったときは、その都度、前項の規定による毎月の

償還額を算定し、当該借受者に通知するものとする。

第12条の次に次の 1条を加える。

（利息の利率）

第12条の 2 　条例第 7 条第 3 項の知事が定める割合は、年3.0パ

ーセントとする。ただし、知事が特にやむを得ないと認めると

きは、利息を付さないことができる。

第13条第 1項中「助産師緊急確保対策奨学金償還猶予承認申請

書」を「助産師確保対策奨学金償還猶予承認申請書」に改め、同

条第 2項中「助産師緊急確保対策奨学金償還猶予承認申請書」を

「助産師確保対策奨学金償還猶予承認申請書」に、「助産師緊急

確保対策奨学金償還猶予承認通知書」を「助産師確保対策奨学金

償還猶予承認通知書」に改める。

第14条第 2項中「助産師緊急確保対策奨学金償還免除承認申請

書」を「助産師確保対策奨学金償還免除承認申請書」に改め、同

条第 6 項中「助産師緊急確保対策奨学金償還一部免除承認申請

書」を「助産師確保対策奨学金償還一部免除承認申請書」に改

め、同条第 7項中「助産師緊急確保対策奨学金償還（一部）免除

承認申請書」を「助産師確保対策奨学金償還（一部）免除承認申

請書」に改め、同条第 8項中「助産師緊急確保対策奨学金償還免

除承認申請書」を「助産師確保対策奨学金償還免除承認申請書」

に、「助産師緊急確保対策奨学金償還一部免除承認申請書」を

「助産師確保対策奨学金償還一部免除承認申請書」に、「助産師

緊急確保対策奨学金償還（一部）免除承認申請書」を「助産師確

保対策奨学金償還（一部）免除承認申請書」に、「助産師緊急確

保対策奨学金償還免除承認通知書」を「助産師確保対策奨学金償

還免除承認通知書」に改める。

第15条第 2項中「奨学金」を「奨学金（条例第 7条第 3項の規

定により付される利息を含む。）」に、「退職、県外への転出そ

の他の理由により県内指定医療機関において助産師の業務に従事

しなくなった」を「次の各号のいずれかに該当した」に改め、同

項に次の各号を加える。

( 1 )　奨学金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療

機関において助産師の業務に従事しなくなったとき。

( 2 )　奨学金の償還をしている期間中に助産師の業務に従事し

ている県内の医療機関（条例第 7条第 3項ただし書に規定す

る医療機関をいう。次号において同じ。）を変更したとき。

( 3 )　奨学金の償還をしている期間中に県内の医療機関におい

て助産師の業務に従事しなくなったとき又は助産師の業務に

従事することを再開したとき。

( 4 )　退職その他の理由により県内指定医療機関において助産

師の業務に従事しなくなったとき。

別記第 1号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金貸付け申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金貸付け申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 2 条第 1

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 2条第 1項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第 3号様式中「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条

例の」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例の」に、「高

知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県

助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第 4号様式（その 1）及び同様式（その 2）中

「助産師緊急確保対策奨学金貸付け決定通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金貸付け決定通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 2 条第 2

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 2条第 2項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第 5号様式（その 1）及び同様式（その 2）中

「助産師緊急確保対策奨学金貸付け不承認決定通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金貸付け不承認決定通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 2 条第 2

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 2条第 2項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第 6号様式を次のように改める。

第 6号様式　削除

別記第 7号様式中「㊞」を削り、「高知県助産師緊急確保対策

奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産師確保対策奨学金貸

付け条例施行規則」に改める。

別記第 8号様式中「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条

例」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例」に改める。

別記第 9号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金一時停止通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金一時停止通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 4 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 4条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第10号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金再開申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金再開申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 5 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 5条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第11号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金再開決定通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金再開決定通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 5 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 5条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第12号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金辞退届」

を

「　助産師確保対策奨学金辞退届　」
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に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第13号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金取消し通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金取消し通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 6 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 6条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第14号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金分割償還承認申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金分割償還承認申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 7 条第 2

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 7条第 2項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第15号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金分割償還承認通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金分割償還承認通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 7 条第 2

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 7条第 2項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第16号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金償還猶予承認申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還猶予承認申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 8 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 8条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第17号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金償還猶予承認通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還猶予承認通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 8 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 8条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第18号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金償還免除承認申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還免除承認申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 9 条第 1

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 9条第 1項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第19号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金償還一部免除承認申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還一部免除承認申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 9 条第 2

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 9条第 2項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第20号様式中「㊞」を削り、

「助産師緊急確保対策奨学金償還（一部）免除承認申請書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還（一部）免除承認申請書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 9 条第 3

項」を「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 9条第 3項」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第21号様式中

「助産師緊急確保対策奨学金償還免除承認通知書」

を

「　助産師確保対策奨学金償還免除承認通知書　」

に、「高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例第 9 条」を

「高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第 9条」に、「高知県

助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産

師確保対策奨学金貸付け条例施行規則」に改める。

別記第22号様式中「㊞」を削り、「高知県助産師緊急確保対策

奨学金貸付け条例施行規則」を「高知県助産師確保対策奨学金貸

付け条例施行規則」に改める。

別記第23号様式を次のように改める。
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第第 号号様様式式（第 条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

助産師業務退職等届

高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則第 条第２項の規定により、次のとおり届け出

ます。

届出の事実

１ 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関において助

産師の業務に従事しなくなった。

２ 奨学金の償還をしている期間中に助産師の業務に従事している県内の医

療機関を変更した。

３ 奨学金の償還をしている期間中に県内の医療機関において助産師の業務

に従事しなくなった。

４ 奨学金の償還をしている期間中に県内の医療機関において助産師の業務

に従事することを再開した。

５ 退職その他の理由により県内指定医療機関において助産師の業務に従事

しなくなった。

医療機関の名称
及び所在地

事実発生年月日 年 月 日

届出の理由

注 １ 「届出の事実」欄は、該当するものの番号を○で囲んでください。

２ 「医療機関の名称及び所在地」欄は、助産師の業務に従事していた県内指定医療機関若し

くは県内の医療機関（高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例第７条第３項ただし書に規定

する医療機関をいいます。以下同じ。）又は助産師の業務に従事することを再開した医療機

関の名称及び所在地を記入してください。また、「届出の事実」欄の２に該当する場合は、

助産師の業務に従事する医療機関の名称及び所在地も併せて記入してください。

３ 「事実発生年月日」欄は、助産師の業務に従事しなくなった年月日、助産師の業務に従事

している医療機関を変更した年月日又は助産師の業務に従事することを再開した年月日を記

入してください。

４ 「届出の理由」欄は、助産師の業務に従事しなくなった理由（退職、県外への転出等の事

実）、助産師の業務に従事している医療機関を変更した理由又は助産師の業務に従事するこ

とを再開した理由を記入してください。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第21号

高知県会計規則の一部を改正する規則

高知県会計規則（平成 4年高知県規則第 2号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 4 条第 2 項第 4 号中「健康長寿政策課」を「保健政策課」

に、「文化振興課、スポーツ課」を「文化国際課」に改め、同項

第 5号中「高齢者福祉課」を「長寿社会課」に、「子ども・子育

て支援課」を「子ども家庭課」に改める。

第 7条第 1項第 4号中「第63条において」を「第72条の10にお

いて」に、「含む。）の」を「含む。）に規定する」に改め、同

項第 5号中「健康長寿政策課」を「保健政策課」に、「高齢者福

祉課」を「長寿社会課」に、「子ども・子育て支援課」を「子ど

も家庭課」に、「文化振興課」を「文化国際課」に改める。

附則第 4項を削り、附則第 5項を附則第 4項とする。

別表第 1の表中「及び高知若草特別支援学校」を「、高知若草

特別支援学校及び日高特別支援学校」に改め、

を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第438号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の 2 の 3 第 1 項の

規定に基づき指定納付受託者を令和 4 年 4 月 1 日に指定したの

で、同条第 2項の規定により次のとおり告示する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

産学官民連携センター

「

」

プロジェクトマネージャー

指定代理納付者

指定期間

令和 4年

4月 1日

大阪府大阪市北

区大深町 4番20

指定納付受託

者に納付させ

る歳入

「高知県電子

申請サービ

事務所の所在地 名称

株式会社エフレ

ジ
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高知県告示第439号

平成 4 年 4 月高知県告示第208号（高知県会計規則第 2 条によ

る出先機関及び取扱店の指定）の一部を次のように改正する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

別表の 1　出先機関及び当該出先機関の取扱店の表中

高知県告示第440号

平成19年 4 月高知県告示第262号（会計管理者及び出納員の権

限に属する事務の一部委任）の一部を次のように改正する。

令和 4年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

別表第 1中「並びに「新型コロナウイルス感染症対策助け合い

寄附金」の収納に関する事務」を削り、「第63条」を「第72条の

10」に、「場合を含む。）の」を「場合を含む。）に規定する」

に、「健康長寿政策課」を「保健政策課」に、「高齢者福祉課」

を「長寿社会課」に、「子ども・子育て支援課」を「子ども家庭

課」に改め、「（スポーツ課を除く。）」を削り、「文化振興

課」を「文化国際課」に改め、「スポーツ課において行う工事又

は製造の請負、物件の売買その他の契約の入札に伴う入札保証金

の入札当日における収納及び還付に関する事務並びに」を削る。

別表第 2中

から令和

5年 3月

31日まで

号　グランフロ

ント大阪タワー

Ａ

ス」によるイ

ンターネット

を利用して納

付される使用

料及び手数料

並びに実費を

勘案して定め

た費用

高知県産学官民連携センター

高知県立高知国際中学校

高知県立高知国際中学校

県庁支店

神田支店

〃

「

「

」

」

〃

〃

〃

を

に改める。

〃

〃

〃

会計管理課

の出納員

産学官民連

携センター

の出納員

「新型コロナウイルス感染症

対策助け合い寄附金」の収納

に関する事務

産学官民連携センターの所掌

に係る歳入金の収納に関する

事務

」

」

「

会計管理課

の現金取扱

員

産学官民連

携センター

の現金取扱

員

「

を削り、「健康長寿政策課」を「保健政策課」に、「高齢者福祉

課」を「長寿社会課」に、「子ども・子育て支援課」を「子ども

家庭課」に、「文化振興課」を「文化国際課」に改め、

を削り、「日高特別支援学校高知みかづき分校」を「日高特別支

援学校高知みかづき分校、日高特別支援学校高知しんほんまち分

校」に改める。
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